
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 
全体構想編 

 

全体構想編は、20 年後の稚内市のまちづくりの基本的

な方針を示したものです。 

まちづくりの基本的な目標、土地利用（住宅、商業業

務、工業、港湾など）の基本的な考え方、都市基盤施設

（道路、河川、公園、下水道など）の整備方針などを設

定しました。 
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  1          基本目標 

1-1 都市づくりの理念 

 

海と大地と風の恵み 人が輝き挑戦し続けるまち稚内 

 
 

（1）基本理念 
基本理念とは、稚内のまちづくりを進める際の基本となるテーマです。 

稚内市では、総合計画に基づき行政施策が行われており、いわば総合計画とは稚内市の行

政施策の羅針盤というべきものです。 

従って、都市計画マスタープランの基本となるテーマは、この第５次総合計画に示す将来

像を受けて、「海と大地と風の恵み 人が輝き挑戦し続けるまち稚内」とします。 

一方で、平成 27 年３月に改定した現行計画は、コンパクト＊の考え方を従来の中心市街地

一極集中型から拠点連携型に転換するとしており、この考え方は現在も変更ありません。 

また、現行計画は「第４次稚内市総合計画」に基づき作成していますが、「第５次稚内市総

合計画」と「第４次稚内市総合計画」では、都市基盤整備におけるまちづくりの政策として、

公共交通の整備、安全・安心な都市基盤の整備、防災力の強化を同じく掲げており、方向性

は大きく変わらないことから、これまでの考えを踏襲しつつ、以下の基本目標等を定めます。 

 

 

 

（2）基本目標 
基本目標とは、基本理念を実現するために具体的に設定する、都市計画マスタープランの

施策の柱となるべきものです。 

都市づくりの理念を実現するため、次の６つの基本目標を定めます。 
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基本目標 
 

基本目標１．「最北のまち」ならではの特性を活かす 

海、風、緑などの自然環境、ロシア連邦サハリン州との交流をはじめとする地理的特性を、

観光・貿易面で活かせる資源に変換し、宗谷地域における生活圏の中心都市として、国内外か

ら多くの人や物が行き交う交流拠点を目指します。 

 
基本目標２．安全快適に「住む・暮らす」まちづくり 

高齢者や障がい者はもとより、全ての人にやさしく、いつまでも住みつづけることができ

るよう地域医療・福祉の充実や災害対策の強化を図るとともに、市民一人ひとりが環境に配

慮し、行動することで地球環境の保全に貢献する持続可能なまちを目指します。 

 
基本目標３．活力あふれる「働く・学ぶ」まちづくり 

魅力ある商業空間や産業基盤の形成、スポーツ・教育・子育て環境が充実した「北の拠点」

として活力あふれるまちを目指します。 

 
基本目標４．あたたかいもてなしのある「遊ぶ・憩う」まちづくり 

市民や来訪者の誰もが、海や川、市街地内の公園緑地で身近に「遊び・憩う」ことのでき、

人と人との交流が育まれるまちを目指します。 

 
基本目標５．市民の暮らしを支える基盤施設の充実 

市民の暮らしを支える交通網や都市基盤が整備された、コンパクト＊で強靭な市街地を形成

し、訪れる人にとっても機能的なまちを目指します。 

 
基本目標６．みんなで育てるよりよいまちづくり 

行政と事業者、地域・団体等をはじめ市民一人ひとりが連携を図りながら力をあわせ、市民

が主役となるまちを目指します。 
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1-2 将来人口の想定 
 

稚内市人口ビジョンでは2060年の総人口を20,000人以上確保する目標値を設定しており、

第５次稚内市総合計画にも反映しています。 

都市計画＊の分野においても、同様の観点からまちづくりをすべきと考え、本計画では人口

減少に応じた様々な施策と関連を図り、まちづくりを進めます。 

 

 

表 1-1. 稚内市の目標人口と社人研推計 

年次 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 

目標人口 36,380 34,121 31,995 30,003 28,107 26,290 24,613 

社人研推計 36,380 33,212 29,983 26,795 23,723 20,803 18,083 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所、稚内市人口ビジョン） 

 

図 1-1.稚内市の人口、世帯数の推移                    

 
国勢調査（大正 9年～令和 2年） 
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  2     都市構造の基本的な考え方 

2-1 市街地の規模、市街地周囲の自然環境の考え方 
 

海と緑を実感し、「マチ」と「みなと」が連携した、 

賑わいのある市街地を目指します。 
 

（1）市街地規模の考え方 
■地形や地域の特性を活かし、コンパクトで賑わいのある市街地形成を目指します 

人口減少や、これまで以上に進むことが予想される少子・高齢化に対応するため、過度に

自家用車に依存することなく日常生活を送ることのできる都市構造や、将来の世代に負担を

強いることのないまちづくりを進める必要があります。 

本市の東西に長く平坦な土地が限られている地形から、既存都市基盤施設＊の保全や活用及

び未利用地の有効利用などが重要となります。 

また、全国各地で発生する異常気象や地震・津波被害の教訓を活かし、本市の災害ハザー

ドエリアが広域にわたることから、様々な対策を講じながら、都市機能＊の集約・移転に向

けた検討も必要です。 

市街地は、中心市街地（中央地区）の活性化に加え、南地区（ＪＲ南稚内駅周辺）と東地区

（主要国道交差部周辺）において、地域の成り立ちや異なる特性を活かしながら、３つの地

区で拠点形成、連携を図り、様々な都市機能がコンパクト＊に集積した、市街地が無秩序に拡

大しない、利便性の高い賑わいのある市街地形成を目指し、市街地規模は現在の市街地と同

等と想定します。 

（2）市街地周囲の自然環境の考え方 
■海と緑を実感できる街並みを目指します 

稚内の市街地を取り囲む森林は、市民の身近な緑として親しまれているとともに、大雨な

どによる表土の浸食を抑え、土砂の流出を防ぐなど、市街地を災害から守るという役割も担

っています。 

これら緑は、多様な機能を持つ貴重な緑資源として、積極的に守り、育て、望ましい自然

の姿への誘導に努めます。 

また、稚内のまちづくりは、海と切り離して考えることはできません。 

我が国最北の重要港湾＊である稚内港は、国内外を結ぶ海の玄関口として、多くの人やもの

が行き交うほか、新鮮な水産物の供給基地として地域経済を支えており、「マチ」と「みなと」

が一体となった、賑わい創出が期待されています。 

ノシャップ岬、富士見、夕日が丘パーキングなどから望む、海に沈む夕日の美しさは、稚

内市が誇る優れた景観のひとつです。 

将来にわたって、稚内港を活用した産業振興、海が持つ自然環境を活かしたまちづくりな

ど、海との連携を強く持ち、海の豊かさを実感できる市街地を目指します。 
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図 1-2. 将来都市構造図 
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図 1-3. 将来市街地の規模、市街地周囲の自然環境の考え方 
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図 1-4. 計画条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（参考）都市生活地域の設定について 

都市生活地域の設定にあたっては、①農業環境との調和 ②市街地周辺の緑環境の保全に配慮し、以下のよ
うに設定しています。 
①農業環境との調和 
→農業振興地域＊内の農用地に指定されている地域は除外する。 

②市街地周辺の緑環境の保全 
→地域森林計画対象民有林＊として指定されている地域は除外する。 
→大きな造成を伴うと想定できる傾斜地（地形の勾配が概ね 10％を超える地域）は除外する。 
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2-2 市街地の土地利用、交通網の考え方 
 

将来の都市構造を、多くの人が集まる拠点や、交通網、 

市街地内の緑のイメージとして以下に示します。 
 

①魅力ある「拠点」の形成 
本市は、サハリンとの玄関口、宗谷地域における生活圏の中心都市でもあり、また、風力

や太陽光などの環境負荷の少ない再生可能エネルギー＊、安全で安心な食料を供給することが

できる拠点でもあります。 

人口減少が続くなか、持続可能な地域社会を形成し、さらに国内外から多くの人々が訪れ

ていただける、魅力的な地域づくりもこれまで以上に重要になります。 

ノシャップ岬、稚内公園、ＪＲ稚内駅や稚内港周辺、大沼周辺、宗谷ふれあい公園など多

くの人が集まる地域は、今までもこれからも稚内市を代表する「まちの顔」であり、これら

の地域を稚内市の「都市活動・交流拠点」として位置づけ、都市機能＊の充実や新たな産業創

出をとおして、賑わいのある市街地の形成を図ります。  

②都市間、地域間を結ぶ円滑な交通網の形成 
都市間をつなぐ広域的な交通網の構築は、地域経済の活性化をはじめ、市民の利便性向上

や救急医療体制づくり、観光振興などにおいても重要な役割を担っています。 

そのため、安全で安心して走行ができる高速道路の整備や鉄道（宗谷線）の維持・存続、

空路の安定的な確保に努めます。 

公共交通空白地域における乗合タクシーやスクールバス住民利用などについても、地域の

実情に応じた交通体系の構築を進めます。 

また、環境への配慮やコンパクト＊な市街地形成を進めるうえで、公共交通や徒歩・自転車

等による移動手段の役割は非常に大きいことから、歩行者、自転車などが安全・快適に通行

できる環境整備を進めるとともに、利便性の高い公共交通の充実や東西に長い市街地を効果

的に結ぶ幹線道路＊、補助幹線道路＊の整備など、円滑な都市内交通網の形成を図ります。 
 

③市街地を貫く「水と緑の骨格軸」の形成 
海岸線に概ね平行に、大きな「水と緑の骨格軸」を位置づけ、散策できる海岸線や港及び

市街地を囲む緑の整備・保全と、都市公園＊や幹線沿道の緑化により、緑豊かな空間の形成を

図ります。 
 
 
 
 

  



 
2 都市構造の基本的な考え方 

17 
 

 
土地利用・都市交通構造の基本的な考え方 
■都市間、地域間を結ぶ交通網 

(1)広域的交通軸 

■対象となる施設など：国道・鉄道 

■基本的な考え方 

・都市間を連絡する道路、鉄道について、迅速で安全な高速交通ネットワークの構築に向

け、国道 40 号における高速道路の未事業区間の早期着手や鉄道（宗谷線）の維持・存続

など、関係機関に求めていきます。 

(2)都市内交通軸 

■対象となる施設など：市内幹線道路＊ 

■基本的な考え方 

・「１環状４放射」を基本とする幹線道路網を中心に、各地域を安全で快適に移動できる補

助幹線道路＊を配置し、環境への配慮やコンパクト＊なまちづくりを推進するため、公共

交通の充実とあわせて、歩行者や自転車などが、安全で快適に移動できる道路整備を進

めます。 

「１環状４放射」を構成する道路 

・国道 40 号、国道 238 号 

・主要道道稚内天塩線、一般道道抜海港線 

・市道緑富岡環状線ほか 

 
■水と緑の骨格軸 

■対象となる施設など：市内幹線道路・河川・公園・海岸線など 

■基本的な考え方 

・公園やゆとりある歩道、河川空間や道路空間などの緑を充実し、市街地を東西に結ぶ、緑

豊かで潤いのある軸空間の形成を図ります。 

 
■都市活動・交流拠点 

(1)人が行き交う交流拠点 

■対象となる施設など：キタカラ、稚内港、中央商店街など 

■基本的な考え方 

・鉄道、バスなどの交通結節点及び海の玄関口としての機能強化と交通ネットワークの形

成を図り、「マチ」と「みなと」が一体となった、中心市街地の活性化など賑わいのある

まちづくりを行います。 

(2)市街地内レクリエーション拠点 

■対象となる施設など：ノシャップ岬・稚内公園など 

■基本的な考え方 

・最北ならではの魅力を活かした公園緑地、レクリエーション空間の形成を図ります。 
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(3)大沼周辺レクリエーション拠点 

■対象となる施設など：道立宗谷ふれあい公園、大沼など 

■基本的な考え方 

・大沼周辺の優れた水と緑空間を活かした、スポーツ･レクリエーション空間の形成を図り

ます。 

(4)広域商業業務拠点 

■対象となる施設など：ＪＲ南稚内駅周辺、主要国道交差部周辺、国道40号沿道など 

■基本的な考え方 

・広域的な商業業務施設が集まる、拠点としての形成を図ります。 
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図 1-5. 土地利用・都市交通構造図 
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  3      都市づくりの基本方針 

3-1 土地利用の基本的な考え方 
 

地域の特色を活かしたメリハリのある市街地形成を図ります。 
 

（1）基本的な考え方 
稚内市の市街地は、東西方向に約 10km 以上と細長い市街地を形成していることが大きな

特徴です。 

古くからの市街地である北地区、中央地区、昭和 25 年の開発構想＊により住宅を主体とし

て市街化が進んだ東地区・南地区、郊外でまとまりのある市街地を形成している富士見地区

や声問地区など、各地域は、その成り立ちや自然環境、歴史などにより異なる特性を持って

います。 

そのため、それぞれの地域特性に応じた、住宅地、商業業務地、工業地、港湾地域の機能

的な配置、市街地環境の整備、適切な土地利用＊と有効利用を誘導します。 

特に、中心市街地として位置づけられている中央地区に加え、南地区、東地区の市街地を

構成する主要な地域においては、周辺環境に配慮しつつ、まちの活力の維持・増進や持続可

能な都市構造の再構築に向け、公共施設等の集約を検討するほか、地区の拠点形成を図るた

めの都市機能誘導区域＊や居住誘導区域＊を検討し、地域の個性を活かしたコンパクト＊で

「メリハリ」のある街並みをつくります。 

 

（2）土地利用の類型化 
稚内市の将来の市街地の土地利用を、市街地形成の経緯、地形、現況建物利用、人口の状

況などにより類型化すると次頁に示すとおりです。 

また、次節以降、住宅地、商業業務地、工業地、港湾地域毎の土地利用方針を示します。 
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図 1-6. 土地利用の類型化 
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3-2 土地利用の基本方針 
 

（1）住宅地の土地利用方針 
①現況と課題 

古くからの市街地である北地区及び中央地区では、主に一般住宅地が形成され、北地区は

中心市街地へ近い利便性をもち、中央地区は都市機能＊が集約されています。 

東、南地区においては、宅地開発などにより良好な住宅地が形成されましたが、人口減少

に伴い空き家等も増加しているため、人口規模に合ったコンパクト＊なまちづくりが必要と

なっています。 

地区によって成り立ち環境なども異なるため、それぞれの地区で次のような課題も抱えて

います。 

〔北・中央地区〕 

・狭い道路や行き止まり道路の点在 

・木造家屋の密集 

・空き地、空き家の増加 

〔東・南地区〕 

・人口減少下での住宅地の拡大 

・空き地、空き家の増加 

このことから、快適な居住空間の確保や、空き家・空き地の有効活用及び管理不全状態に

ある空き家等の解体撤去の促進などへの対策が必要となっています。 

 

②基本的な考え方 

ＪＲ稚内駅周辺は「まちなか」ならではの利便性を活かし、ＪＲ南稚内駅周辺及び主要国

道交差部周辺は地区拠点周辺として利便性を活かした中密度な住宅地、環状線内側の緑、こ

まどり、栄、萩見などの住宅地は、不用な通過交通のない穏やかな住宅地としての特性を活

かした緑豊かで低密度な住宅地を目指します。 

沿道サービス型の土地利用＊が進んでいる朝日地区は、今後もその利便性を維持します。 

富士見市街地、声問市街地は、周囲の豊かな自然環境と調和した住宅地を目指します。 
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図 1-7. 住宅地の土地利用方針 
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（2）商業業務地の土地利用方針 
①現況と課題 

稚内市における商業業務地は、ＪＲ稚内駅やＪＲ南稚内駅を中心とした駅周辺地区、国道

40 号沿いなどの幹線道路＊沿道及びその周辺に形成されています。 

ＪＲ稚内駅周辺地区に立地する「キタカラ」へは多くの利用客が訪れていることから、この

動きが周辺商店街や中心市街地全体へ波及するような誘導が必要です。 

また、ＪＲ南稚内駅周辺、主要国道交差部周辺、国道 40 号周辺は、市民はもとより周辺

都市からも買い物客が集まる、日常生活における商業の拠点地区として、現在の商業施設の

維持及び機能的な集約が必要です。 

 

②基本的な考え方 

多くの観光客が集まるＪＲ稚内駅周辺地域は、再整備されたＪＲ稚内駅やフェリーターミ

ナルなどの交通結節点としての機能とあわせて中心市街地の商店街の活性化を図り、「マチ」

と「みなと」が一体となった、賑わいのある商業業務地を目指します。 

また、「キタカラ」の賑わいを中央地区全体へ波及させるため、新たな市役所庁舎の整備

にあわせ、新たな人の流れの創出についても検討し、さらに周辺への民間投資の誘発も目指

します。 

ＪＲ南稚内駅周辺地域や国道交差部周辺地域は、国道 40 号沿道の商業業務地と一体的な

拠点形成を目指し、国道 40 号沿道は後背の住宅地と調和した、市内・市外を問わず利便性

が高い商業業務地を目指します。 

また、それぞれの地区において、業務関連施設整備促進や都市機能誘導＊などを図るため

の土地利用＊を検討し、地区の拠点形成を目指します。 

 
 

 

 

  



 
3 都市づくりの基本方針 

25 
 

 

図 1-8. 商業業務地の土地利用方針 
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（3）工業地の土地利用方針 
①現況と課題 

稚内市における工業地は、稚内市街地の南の入り口にあたる朝日地区に工業団地が形成さ

れていますが、近年では、国道 40 号、国道 238 号沿いには沿道サービス系の工業施設の立

地が多くなっています。 

これら沿道サービス施設の立地にあたっては、大型車や多くの自動車の出入りによる騒音

など、周辺環境への影響に配慮した土地利用＊となるよう誘導が必要です。 

また、港湾地域の一部は工業専用地域として位置づけられていますが、今後の港湾地域の

施設利用動向にあわせた、適切な土地利用規制が必要です。 

 

②基本的な考え方 

朝日地区の工業団地は、今後も立地の誘導を図り、土地利用の純化を図ります。 

市街地の外縁部であり、国道 40 号、国道 238 号の主要幹線道路＊沿道地域の一部は、後背

の市街地環境と調和のとれた、比較的低密度な工業・流通市街地を目指します。 
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図 1-9. 工業流通地の土地利用方針 
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（4）港湾地域の土地利用方針 
①現況と課題 

我が国最北の重要港湾＊である稚内港は、日本海側拠点港＊として選定され、稚内のまちづ

くりにとっても、欠かすことのできない存在です。 

ロシア連邦サハリン州との国際航路を始め、ロシア極東地域との交流を支える重要な役割

を担う国際港湾でもあり、様々な分野において、稚内港の利用が期待されていることから、

今後のサハリンプロジェクト＊等を支援する港湾機能の確保が必要となっています。あわせ

て、クルーズ船の誘致など、観光産業の活性化を図るために、受入体制の強化も必要です。 

今後は、市街地へ多くの観光客を誘引するため、ＪＲ稚内駅周辺地区、中央地区の商店街

などの既存市街地と連携し、「マチ」と「みなと」を連絡する交通網を整備するなど一体的

なまちづくりを行うことが必要です。 

また、洋上風力発電施設の整備などが検討され環境対策への貢献も期待されていることか

ら、適切な港湾機能の確保が必要です。 

 

②基本的な考え方 

港湾計画に基づき、稚内市のシンボルにふさわしい国際港湾として、計画的な整備を進め

ます。 

サハリンプロジェクト等資源開発支援や、稚内－コルサコフ航路を通じたベースルートの

形成を目指し、ロシア、欧州、アジアを結ぶ交易拠点としての港湾機能を確保できるよう、

サハリン関連港湾開発地域を位置づけます。 

さらに、「マチ」と「みなと」を連絡する交通網を充実させ、交流空間の創出を図るとと

もに、安全で快適な歩行者動線の確保を図ります。 
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図 1-10. 港湾地域の土地利用方針 
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3-3 都市基盤施設整備の基本方針 

（1）都市交通整備の基本的な考え方 
①現況と課題 

稚内市の市街地は、細く長く形成されていることから、市街地内を円滑に移動するために

も都市内道路網の整備は欠かせません。 

国道 40 号、238 号を骨格とし、それを補完する形で道路網が形成されていますが、鉄道横

断箇所の交通渋滞解消に重要な役割を果たす跨線橋＊の老朽化が著しいことや、古くからの

市街地における幅員が狭い道路や行き止まり道路などが依然として残っているなど、快適で

安全・安心な都市内交通網の整備や良好な住環境維持のために、計画的な改善が求められて

います。 

また、都市内流入交通の効果的分散、通学路としての安全性確保、流通・経済活動の効率

化、市街地の外郭形成によるコンパクト＊な都市の形成などに重要な、緑・富岡環状通整備

の早期完成を目指すとともに、これまでに整備してきた道路、橋りょうなどについても、適

正な維持管理による長寿命化＊を図っていく必要があります。 

その一方で、自動車を利用できない高齢者への対応や、環境負荷の低減を図るうえでも、

公共交通や徒歩・自転車等による移動手段の役割は大きくなっていますが、公共交通の利用

は減少傾向にあり、維持存続に向けた対応が求められています。 

②基本的な考え方 

道路の役割に応じた道路環境の整備 
都市間、地域間を連絡する幹線道路＊、地域の生活を支える生活道路など、道路にはその

段階構成に応じた役割があります。その役割に応じた適切な道路環境の整備を行います。 

また、歩行者や自転車が安全に通行できる道路整備を進めるとともに、冬期間の安全な車両

通行と歩行者空間を確保するため効率的な除雪体制を構築します。 
 

総合的な交通輸送体系の整備 

市民生活の利便性向上や、産業活動活性化の促進及び救急医療体制づくりのため、規格の高

い道路の早期完成や鉄路の確保・航空路の拡充（空港民営化に伴う航空ネットワーク強化）とあ

わせて、安定輸送、適切な維持管理、有効活用を促進し、市内交通網の整備拡充、国際・国内フ

ェリーターミナルの機能などを強化します。 

また、公共交通空白地域においては、乗合タクシーやスクールバス住民利用などの交通体系

構築を進めます。これらの取り組みにより、まちづくりと一体となった持続可能な交通ネット

ワークの構築を総合的に推進します。 
 

既存ストックの長寿命化対策 

計画的な維持管理及び更新を行い、道路、橋りょう施設等の安全・安心の確保と長寿命化

に努めます。 

③基本方針 

骨格的な道路網の形成 

・「１環状４放射」を基本とした、骨格的な道路網の形成を図ります。 

・円滑な交通を確保する、防災性を向上させるなど、まちづくりの視点で必要性の高い道路の

整備を進めます。 
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生活道路等の整備 

・幅員の狭い道路や行き止まり道路の解消を図り、快適な住環境の確保に努めます。 

・歩道の切り下げの工夫や段差の解消など、すべての人にやさしい、歩行空間の形成を図ります。 

・建物の壁面線後退の規制誘導を行うなど、ゆとりある歩行空間の確保に努めます。 

・冬期間の安全な車両通行と歩行者空間を確保するため、効率的な除雪体制の構築を図ります。 
 

持続可能な交通ネットワークの構築 

・地域のさらなる発展を支える、まちづくりと一体となった持続可能な交通ネットワークの形

成を図ります。 

・都市交通ニーズの高度化、多様化に対応するため、最新技術などを活用した新たな交通サー

ビス導入の検討を行うなど、公共交通全体の利便性向上を図ります。 

・交通結節点において、すべての人にやさしい施設整備を進めます。 
 

既存ストックの長寿命化対策 

・道路、橋りょう等の状況把握、予防的修繕及び計画的な整備を行い、円滑な交通や防災性の向

上及び歩行者空間の確保など、安全・安心な道路ネットワークの構築とライフサイクルコス

ト＊の縮減に努めます。 
 
図 1-11. 都市交通整備の基本的な考え方 
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（2）河川・公園緑地整備の基本的な考え方 
①現況と課題 

稚内市は、風が強く冷涼な気象など、自然環境的には、決して恵まれた条件にはありませ

んが、積極的な植栽や維持により、市街地を囲む丘陵地には環境保全林＊や水源涵養林＊など

の豊かな緑が広がっています。 

緑には市民生活を災害から守る役割や CO2を吸収する機能があり、稚内らしい自然景観の

保全のためにも、自然を守り育てることは私たちの責務であると言えます。 

また市街地には、街区公園＊、近隣公園＊、地区公園＊などの都市公園＊や、ウエンナイ川

沿いの散策路など、多くの公園・緑地が整備され市民に親しまれていますが、一方で、市街

地での住民一人当たりの都市公園面積は、いまだ基準以下の現状にあることから、市街地全

体での公園の適正配置や整備など総合的に検討する必要があります。 

北地区には身近な公園が少ないため、周辺地域の災害時の避難等の拠点にもなる、防災機

能も兼ね備える公園の配置が必要となっています。 

今後においては、依然として身近に公園がない地区や街路樹などの緑の少ない地区におい

て、行政と市民が協力し、積極的に緑の整備を行うとともに、既存の公園施設の適正な維持

管理、長寿命化＊などを図っていくことが必要です。 

市街地を流れる河川は、大雨や融雪時期などに度々危険水位を超え周辺住民に不安を与え

る状況になっていることから、安全な市街地環境の確保を図るための河川改修を推進する必

要があります。 

 
②基本的な考え方 

水辺の保全と親水性に配慮した河川環境整備 
河川の水質改善や保水機能の確保など総合的な治水対策とあわせて、河川敷地の緑化など

を進め、昆虫などの小動物の住処となり、散歩して楽しめる親水機能＊にも配慮した河川の

再生や身近な自然環境の保全を図ります。 

 

身近に緑とふれあう空間づくり 

歩いて行ける距離にある公園緑地の整備・保全を行い、毎日の生活を通して身近に緑とふ

れあうことのできる空間として、また、災害時の避難場所として、公園・緑地の適正配置や

機能の強化を進めます。 

 

既存ストックの長寿命化対策  

既存施設の計画的な維持管理及び更新を行い、公園施設等利用者の安全・安心の確保と、

ライフサイクルコスト＊縮減に努めます。 
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図 1-12. 河川・公園緑地整備の基本方針 
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（3）処理施設整備の基本的な考え方 
①現況と課題 

稚内市の公共下水道は、昭和 50 年に認可を受け、現在は計画区域面積 1,216ha の認可を

受けており、下水道処理人口普及率は 91.9%（Ｒ２年度末現在）です。 

今後も快適で衛生的な生活環境を継続していくために、施設の更新や維持管理を計画的に

行っていくことが必要です。 

また廃棄物処理については、循環型社会＊の形成を目指し、ごみの減量及びリサイクルの推

進とともに、ストックマネジメント手法を活用した、施設の長寿命化＊・延命化を図っていく

必要があります。本市の一人一日あたりのごみ排出量は、全国・全道平均より多く、新たな取

組みも必要です。 

 
②基本的な考え方 

下水道事業の普及促進 

都市計画区域＊内下水道の水洗化率向上を継続して進めていきます。 

 
既存ストックの長寿命化対策 

計画的な修繕及び更新を行い、下水処理機能の維持、ライフサイクルコスト＊縮減を図る

とともに、下水道処理人口普及率の向上に努めます。 

 

廃棄物処理体制の充実 

都市計画区域内の廃棄物処理については、都市計画区域外の市街地南端にあたる地区を廃

棄物処理施設地帯＊として位置づけ、各処理施設を集約し、環境に配慮した廃棄物の処理体

制を整えた地区として計画的整備を進めます。 

また、処理施設の整備にあたっては、環境対策に十分注意を払うとともに、緑化なども適

切に行います。 
 

〔廃棄物処理施設名〕 

・稚内市一般廃棄物最終処分場＊ 

・稚内市バイオエネルギーセンター＊ 

・稚内市リサイクルセンター＊ 
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図 1-13. 処理施設整備の基本的な考え方 
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3-4 特定テーマ 
 

今後の稚内のまちづくりにおいて、前節までに示した土地利用、 

基盤施設整備の基本方針に加え、特に配慮すべき 

まちづくりテーマとして、以下の４項目を掲げました。 

 
テーマ１．人と地球にやさしいまちづくり 

■安心して出歩き、生活することのできるまちづくり 

歩行者空間や交通機関、建物などへのユニバーサルデザイン＊導入を進めるなど、子どもか
ら高齢者、障がいの有無に関わらず全ての人が安心して生活できるまちを目指します。 

■施策の例 

・どこでも安心して出歩くことができるような、快適な歩行者空間の確保 
・公共交通を手軽に利用するための支援方策の充実 
・施設整備におけるユニバーサルデザインの導入推進 
・除排雪体制の充実 
・子育て世代に配慮した環境整備 
・再生可能エネルギー＊の地産地消＊など活用の検討 
 (再生可能エネルギーの電力を公共施設に供給する自己託送＊の開始、地域エネルギー会
社による電力の供給開始) 

・自動車の買い換えの際、クリーンエネルギー自動車＊への転換促進 
・来訪者を含め、誰もが分りやすい交通案内板、観光案内板などの設置 
など 
 

テーマ２．災害に強いまちづくり 

■災害に強い安全なまちづくり 

本市は比較的災害の発生が少ない地域です。全国各地で大規模災害が発生しているため、
本市における自然災害に対する脆弱さを見つめ直し、これまでの大雨や暴風雪などの経験を
踏まえ、令和 3年 3 月に稚内市強靭化計画を策定しました。当計画では、「人命の保護が最大
限図られること」、「市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること」、「市
民の財産及び公共施設に係る被害の最小化」、「迅速な復旧復興」の 4 つの目標を掲げ、今後
想定される大規模自然災害から市民の生命・財産を守り、本市の持続的な成長を実現するた
めに、国、北海道、民間事業者、市民などの総力を結集し、これまでの強靭化の取り組みを
さらに進めていきます。 

■施策の例 

・地域防災体制の整備 ・木造住宅密集地区などの再整備の検討 

・急傾斜地崩壊防止事業の促進 ・老朽危険住宅の対策 

・海岸保全事業の促進 ・建物耐震化の促進 

・大規模油流出事故への即応体制の整備 ・雨水整備事業の促進         など 
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テーマ３．稚内らしい景観形成 

■稚内ならではの景観を活かしたまちづくり 

稚内市の海や丘陵地の緑、利尻富士への眺望、北防波堤ドームをはじめとした歴史的建造

物など、稚内ならではの景観を活かしたまちを目指します。 

■施策の例 

・遠くを見渡すことのできる、眺望ポイントなどの整備 

・主要幹線道路＊や幹線道路の街路樹整備など、多くの交通量のある道路における環境整備 

・市民による花づくり、緑づくりに対する支援 

・景観行政団体＊への移行の検討 

・歴史的建造物等の保全 

・自然景観の保全 

など 
 

テーマ４．サハリンプロジェクト関連の方針 

■サハリンプロジェクトへの資材供給基地 

サハリンプロジェクト＊等にあわせた国際物流拠点基地形成、運輸、サービス企業などの育

成や誘致を行います。 

■施策の例 

・サハリン資源開発関連企業の育成・誘致 

・稚内港国際物流拠点基地関連企業の育成・誘致 

・サハリンとの経済交流の推進 

・サハリンとの交流拠点の形成 

など 
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3-5 将来における都市計画の方向性 
 
本編に掲げた方針を実現するためには、都市計画、農業、漁業など、 

各部局の連携はもちろんのこと、市民や企業との協力の下、 

一貫したまちづくりを行うことが必要です。 

ここでは、今後都市計画として取り組むべき主な施策の方向性を示します。 

 

（1）「コンパクトで賑わいのある」市街地の実現に向けた施策

の方向性 
海と緑で囲まれた、コンパクト＊で賑わいのある市街地を実現するためには、既存市街地の

魅力を高めるための施策、市街地の拡大を極力抑え、脱炭素＊化へ転換する施策を強化充実さ

せることが必要です。 

a.既存住宅地の環境整備の推進 

既存の住宅地は、用途地域＊を基本としつつ、地区計画＊などを重層的に活用し、地区単位

できめの細かな土地利用＊の誘導を図ります。 

老朽木造住宅が密集している北地区の住宅地など、幅員が狭い道路の改善、生活道路の整

備を行い、公園整備などが必要な地域においては、地域の状況にあわせた環境整備を長期的

な視点で推進し、既存市街地の魅力をより高めていきます。 

・用途地域を基本とした、地区単位での細やかな土地利用の誘導 

・密集市街地における道路整備の推進 

・道路、公園など、各種事業の推進 

b.拠点連携によるコンパクトな市街地形成のための土地利用の推進 

コンパクトの考え方を、従来の中心市街地一極集中型から拠点連携型に転換します。 

中央地区においては、都市拠点の整備の実施に向け、必要な用途変更を検討し、南地区・

東地区においては、拠点としての都市機能誘導＊について検討します。 

また、中央地区南側の商業地域は、沖合底引き網漁業が栄えていた時代には、小規模な繁

華街の形成や日用雑貨店なども立地していましたが、昭和 52 年の 200 海里漁業専管水域設定

以降の沖合底引き網漁業の衰退とともに、土地利用の状況が変わってきています。 

このような状況を踏まえ、中心拠点と南地区拠点の間に位置し、両拠点へのアクセスも容

易である利便性を活かした居住の誘導を図るため、当該地区については住居系用途への変更

を検討します。 

・中央地区の都市拠点の整備に向けた用途変更の検討 

・地区拠点の利便性の向上を図るための土地利用の検討 

・拠点間の商業地域について、住居系用途への変更を検討 
  



 
3 都市づくりの基本方針 

39 
 

 
c.市街地縁辺部における土地利用の誘導規制策の検討 

宅地造成の開発許可済の区域においては、工事完了を見据え、隣接する地区との調和を図

り、建築物の用途の混在による住環境の悪化を防ぐため、用途地域＊指定の検討を行います。 

また、開発許可済の区域以外については、市街地の無秩序な拡大を抑制するため、特定の

施設の立地規制などについて検討を進めます。 

・開発行為の工事完了にあわせた用途地域指定の検討 

・特定用途制限地域＊の導入検討 

d.市民合意に基づく「まちづくりルール」の導入検討 

既存市街地の魅力を高めるためには、地域住民の協力や連携が必要です。 

宅地の土地利用＊、オープンスペースの確保、景観整備などについて、地域住民の合意に基

づくきめの細かなルールづくりを実現する手法の導入を推進します。 

・地区計画＊の推進 

・地区住環境の保全のため、まちづくり協定など、地区による自主的なルールの導入検討 

・地域コミュニティ＊の場の整備 

 

（2）「海と緑を実感できる」市街地の実現に向けた施策の方向性 
a.緑の基本計画の推進 

都市計画マスタープランに基づき、緑の具体方針である「緑の基本計画＊」を推進します。 

 
b.水・緑・森林の保全、育成 

水資源＊の保全地域指定や保安林の指定及び稚内市森林整備計画を適切に運用し、市街地周

辺の水・緑・森林を守り、育て、次の世代へ引き継いでいきます。 

 

c.臨港地区における土地利用の検討 

産業構造の変化や港湾計画に基づき、適切な土地利用計画、臨港地区＊の分区＊の見直しを

検討します。 

 

d.声問市街地、富士見市街地の環境整備の充実 

富士見市街地、声問市街地においては、地区の成立ちや地域産業活動の形態などを踏まえ、

基本的には用途地域を導入せず、自然環境と調和した市街地の維持・推進を図ります。 
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（3）円滑な交通網の形成に向けた施策の方向性 
都市計画マスタープランに定めた都市交通網整備の基本的な考え方や市街地規模の考え方

を踏まえ、都市内の交通軸形成において重要な、緑・富岡環状通街路整備の早期完成を目指す

とともに、１環状４放射を基本とする都市内の骨格的な道路網形成の考え方を継続しながら、

将来のコンパクト＊な市街地の外郭形成に重要な、1環状の構成路線の見直しを検討します。 

また、将来の都市像を踏まえ、都市全体としての施設の配置や規模など、その必要性に応

じて、「都市計画道路の見直しガイドライン＊」に基づく見直しを検討します。 

・都市計画道路＊見直しの検討を行う路線 

文化通・北星通・学苑通・萩が丘通 

 

（4）公園緑地の適正な配置に向けた施策の方向性 
市街地内においては、住民１人当たりの都市公園＊の敷地面積が、基準の半分程度であるこ

とから、市街地内の緑化推進とあわせて適正配置や整備を検討していきます。 

特に、古くから市街地が形成されている北地区では、身近な公園が少ないことから、地区

住民の憩いの場として公園の整備を検討します。 

今後は、公園緑地の適正配置を図るうえで、レクリエーションや環境保全などの機能のほ

か、災害時の避難や物資の供給など、防災拠点としての機能にも配慮した公園の配置及び整

備に努めます。 

・公園緑地の適正配置のため、都市計画公園＊見直しの検討 
 

（5）再生可能エネルギーを活用したまちづくりに向けた施策

の方向性 
風力や太陽光など、環境負荷の少ない再生可能エネルギー＊を有効活用することで、地球環

境への負荷を低減した地域社会を実現し、市民がいつまでも健康でかつ安全に暮らせるまち

づくりを進めます。 

さらに、将来的には脱炭素＊社会の実現を目指し、2050 年に二酸化炭素排出量を実質ゼロ

にする「ゼロカーボンシティ」を目指します。 
 

 

 

 


